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判決言渡 平成２０年６月３０日

平成１９年(行ケ)第１０４１７号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２０年６月２３日

判 決

原 告 ザ ジ レ ッ ト カ ン パ ニ ー

訴訟代理人弁護士 吉 武 賢 次

同 宮 嶋 学

同 高 田 泰 彦

訴訟代理人弁理士 永 井 浩 之

同 岡 田 淳 平

同 勝 沼 宏 仁

同 名 塚 聡

被 告 特 許 庁 長 官

肥 塚 雅 博

指 定 代 理 人 福 島 和 幸

同 野 村 亨

同 森 川 元 嗣

同 内 山 進

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０

日と定める。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が不服２００５－１０１５３号事件について平成１９年８月７日にし
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た審決を取り消す。

第２ 事案の概要

１ 本件は，発明の名称を「安全かみそり」とする後記特許の国際出願人である

原告が，日本国特許庁から拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求

をしたが，同庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた

事案である。

２ 争点は，上記本願が，発明の名称を「ディスペンサーを備えたひげそりヘッ

ド （ＳＨＡＶＥＲ ＨＥＡＤ ＷＩＴＨ ＤＩＳＰＥＮＳＥＲ）とする米国」

， ， （ 〔 〕 。特許第５ １３４ ７７５号 特許発行日 １９９２年 平成４年 ８月４日

発明の譲受人 ウィルキンソン ソード ゲゼルシャフト ミット ベシュレンク

テル ハフツング，以下この発明を「引用発明」という ）との関係で進歩性を。

有するか（特許法２９条２項 ，である。）

第３ 当事者の主張

１ 請求原因

( ) 特許庁における手続の経緯1

， 〔 〕 （ ） ，原告は １９９４年 平成６年 ７月１３日の優先権 英国 を主張して

平成７年７月１１日，名称を「安全かみそり」とする発明について国際特許

出願 ＰＣＴ／ＵＳ９５／０８６３４ 特願平８－５０５０８８号 以下 本（ ， 。 「

願 という をし 平成９年１月１３日日本国特許庁に翻訳文を提出し 特」 。） ， （

許請求の範囲１～１１，甲５。国内公表は平成１０年３月１７日，特表平１

０－５０２８４５号〔甲２ ，平成１４年７月８日付けで手続補正（甲２）〕）

をしたが，同庁から拒絶理由通知（甲６）を受けたので，平成１６年１２月

２０日付けで手続補正（以下「旧補正」という。請求項の数１５。甲３）を

したものの，拒絶査定（甲７）を受けたので，平成１７年５月３０日付けで

不服の審判請求（甲８）をした。

特許庁は，同請求を不服２００５－１０１５３号事件として審理し，その
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中で原告は平成１７年６月２４日付けで特許請求の範囲等の変更を内容とす

る手続補正（以下「本件補正」という。請求項の数１５。甲４）をしたが，

特許庁は，平成１９年８月７日，本件補正は引用する請求項を増やすことを

含むものであることを理由に却下した上 「本件審判の請求は，成り立たな，

い 」との審決（出訴期間として９０日を附加）をし，その謄本は平成１９。

年８月１７日原告に送達された。

( ) 発明の内容2

本件補正前（平成１６年１２月２０日の旧補正時のもの，甲３）の特許請

求の範囲は１ないし１５から成るが，そのうち１に係る発明（以下「本願発

明」という ）の内容は，以下のとおりである。。

「１．少なくとも１枚の細長い刃と，前記刃と平行な縦方向に延び，ひ

げそり中に使用者の皮膚と接触するように露出した皮膚接触面を有す

る皮膚係合部材とを備え，前記皮膚係合部材は固形でないひげそり増

進材を保有する多数のポケットを有し，各ポケットは皮膚係合面に開

口し，その皮膚係合面から内方に向く側壁部により形成されており，

前記ポケットは皮膚係合面の縦方向に沿いかつ幅方向に亘る面に皮膚

係合面のほぼ全域にわたり複数の縦方向に延びる列状に分布されてお

り，上記ひげそり増進材は，ひげそり石鹸，成形材，半固形ゲル，粘

性流体，ゲル，水溶性剤，及び水混和剤のグループから選択された材

料を含有する，安全かみそり刃ユニット 」。

( ) 審決の内容3

ア 審決の内容は，別添審決写しのとおりである。

その理由の要点は，本件補正は引用する請求項を増やすものを含むから

却下すべきであるとした上，本願発明は，下記刊行物記載の発明（引用発

明）及び周知技術に基づき容易に発明をすることができたから，特許法２

９条２項により特許を受けることができない，としたものである。
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記

刊行物：米国特許第５，１３４，７７５号公報（甲１。特許発行日 １

９９２年〔平成４年〕８月４日，発明の譲受人 ウィルキンソ

ン ソード ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツ

ング）

イ なお審決は，上記判断をするに当たり，引用発明の内容を以下のとおり

認定し，本願発明と引用発明との一致点及び相違点を次のとおりとした。

〈引用発明の内容〉

「少なくとも１枚の細長いかみそり刃３と，前記かみそり刃３と平行

な方向に延び，ひげそり中に使用者の皮膚と接触するように露出した

皮膚係合面を有する後部覆いキャップ７とを備え，前記後部覆いキ

ャップ７は液体ひげそり剤を保有する多数の開口部９を有し，各開口

部９は皮膚係合面に開口し，その皮膚係合面から内方に向く円形断面

の孔により形成されており，前記開口部９は皮膚係合面のかみそり刃

３と平行な方向に沿って列状に分布されている，かみそり刃ユニッ

ト 」。

〈一致点〉

両者は，いずれも「少なくとも１枚の細長い刃と，前記刃と平行な

縦方向に延び，ひげそり中に使用者の皮膚と接触するように露出した

皮膚接触面を有する皮膚係合部材とを備え，前記皮膚係合部材は固形

でないひげそり増進材を保有する多数のポケットを有し，各ポケット

は皮膚係合面に開口し，その皮膚係合面から内方に向く側壁部により

形成されており，前記ポケットは皮膚係合面の縦方向に沿って列状に

分布されている，安全かみそり刃ユニット 」である点。。

〈相違点１〉

ポケットは，本願発明では皮膚係合面の縦方向に沿いかつ幅方向に
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亘る面に皮膚係合面のほぼ全域にわたり複数の縦方向に延びる列状を

なして配置されるのに対し，引用発明ではこのような特定がない点。

〈相違点２〉

ひげそり増進材は，本願発明ではひげそり石鹸，成形材，半固形ゲ

ル，粘性流体，ゲル，水溶性剤，及び水混和剤のグループから選択さ

， 。れた材料を含有するのに対し 引用発明ではこのような特定がない点

( ) 審決の取消事由4

しかしながら，審決には，本願発明を引用発明との対比判断に関し，以下

のとおり本願発明の進歩性の判断を誤ったものであるから，審決は違法とし

て取消しを免れない。

ア(ア) 本願発明は，皮膚係合面に開口し，ひげそり増進材を保有する多数

のポケットを有することを特徴とするが，甲１（引用発明）に記載され

た複数の開口部９は，本願発明における複数のポケットとは，まずその

形態において相違する。

すなわち，甲１に記載の開口部９は，かみそり刃ユニット１(razor b

lade unit 1)の皮膚係合面に開口するものではない。甲１に記載のかみ

そり刃ユニット１において皮膚係合面に開口しているのはスロット(slo

t: 図４の符号１３，図９及び図１０の細長の溝）であり，開口部９は

このスロットの底面において開口している。

しかるに審決は，甲１に開示された皮膚係合面に開口していない開口

部９(openings 9)を，本願発明における皮膚係合面に開口したポケット

に相当すると認定しており，誤りである。

(イ) 本願発明における多数のポケットと，甲１に記載の開口部９とは，

， ，前記のとおりその形態において相違するものであるが これに起因して

機能においても相違する。
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すなわち，本願発明における多数のポケットは，その内部に保有され

ているひげそり増進材が使用者の皮膚上に放出されるものである。これ

に対して，甲１に記載の開口部９においては，開口部９内に保有された

ひげそり剤が使用者の皮膚上に放出されるのではなく，貯蔵室(storage

chamber 8)内のひげそり剤が，開口部９から一旦，スロットの内部に

放出され，このスロットから使用者の皮膚にひげそり剤が放出されるも

のである。

このように，甲１に記載の開口部９は，スロットにひげそり剤を供給

するためのものであって，使用者の皮膚上にひげそり剤を供給するもの

ではなく，この点において本願発明のポケットとは機能において相違す

る。

(ウ)ａ また本願発明においては，ひげそり増進材を保有するポケットが

皮膚係合面に開口することにより得られる特有の作用効果を奏すると

ころ，これについては，旧補正後の明細書（甲２，３。以下「本願明

細書」という）の発明の詳細な説明に記載がある。

ｂ 本願が解決すべき課題

「…しかしながら，使用者が貯蔵容器内に処理液を再充填したり，

あるいは必要なとき，ひげそり促進材を送り出すなど，特別な操作

をすることなく，かみそり刃ユニットの耐用期間を通してひげそり

促進材を徐々に分配するように適応させるかみそりに対する要望が

ある （甲２，５頁３行～７行）。」

ｃ 本願の作用効果

「各ポケット１０はその内側端部に区画された領域として示される

貯蔵室４と連絡孔１２を介して連通している。連絡孔の流路面積は

貯蔵室４内に充填されたひげそり増進材が或る制御された速度でポ

ケットに流れるように選定される。ポケットにはひげそり中，そこ
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からの放出に備えてひげそり増進材が集合し，たとえばその表面張

力のもとでそこに保有される （同６頁下４行～７頁１行）。」

「ひげそり増進材は貯蔵室からポケットにかけて流動するときの通

りをよくする適当な流動性を持たせる一方，適当な粘性と表面張力

とを持たせる。これはポケットの開口から自然に流出することなく

そこに保持され，たとえばひげそり中，皮膚に重ねてガードが滑る

とき，水と触れてより流動性を増して効果的に分配できるようにす

る （同７頁９行～１３行）。」

「 。ポケットをひげそり増進材で満たすことは本質的な特徴ではない

一方，ポケットに１度のひげそりで皮膚に塗る量のひげそり増進材

を集め，また，たとえば後のひげそりにおいて初期の潤滑を向上さ

せるために次回のひげそりまで，ひげそり増進材を保持する形状お

よび寸法のポケットについては本発明の範囲に含まれる （同７頁。」

１４行～１８行）

ｄ 本願明細書における上記各記載によれば，本願発明は，１度目のひ

げそり動作の際に，皮膚上にあるひげそり増進材（例えば石鹸）がポ

ケット内に集められてそこに保有され，当該集められたひげそり増進

材が，２度目以降のひげそり動作の際にポケットから皮膚上に放出さ

れることが分かる。

すなわち，本願発明においては，上述したようにひげそり増進材が

ポケットから自由に流出できず，１度目のひげそり動作の後，次回の

ひげそり動作まで，ポケット内にひげそり増進材が保持される。その

ため，本願発明においては，ポケットに供給すべきひげそり増進材を

予め貯蔵しておくための貯蔵室を，必ずしも必要としない。

これに対して，甲１の皮膚係合面に開口していない開口部９は，１

度目のひげそり動作の際に皮膚上にあるひげそり材を開口部９内に集



- 8 -

めること，当該集めたひげそり材を，２度目以降のひげそり動作の際

に開口部９から皮膚上に放出すること，という特有の作用効果を奏す

ることはできない。甲１の「開口部９」は，単にスロットにひげそり

剤を供給するためのものであり，本願発明の「ポケット１０」に相当

するものではない。あえていえば，甲１の「開口部９」は，本願明細

書の「連絡孔１２」に相当するものである。

(エ) 上記によれば，甲１において皮膚係合面に開口しているのは開口部９

ではなくスロットであるから，甲１の開口部９が本願発明のポケットに相

当すると認定した審決には，甲１の認定の誤りに基づく一致点の認定の誤

りがある。

そうすると，審決が認定した相違点１，２のほか 「本願発明はひげそ，

り増進材を保有する多数の皮膚係合面に開口するポケットを有するのに対

し，引用発明はこのようなポケットを有していない点」という相違点も認

定されるべきである。

そして，引用発明の皮膚係合面に開口していない開口部９では，本願発

明の皮膚係合面に開口しているポケットにより得られる特有の作用効果を

奏し得ないことは上記のとおりであるから，上記の相違点は，引用発明に

基づく本願発明の容易想到性を否定するものである。審決は，誤って認定

した一致点に基づき容易想到性を判断した結果，進歩性の判断を誤った違

法がある。

(オ) なお被告は，甲１の開口部９について，溝の底面に開口していること

を認めた上で，図の記載から見て，ひげそり中に使用者の皮膚は，自身の

弾性によって溝に追従して変形し，開口部９が開口している溝の底面に接

触するから，当該溝の底面は皮膚係合面といえると主張する。

しかし，甲１の図が正確な縮尺の下で記載されているか否か不明である

上，仮に正確な縮尺の下で記載されているとしても，使用者の皮膚が溝の



- 9 -

底面に接触するか否かは溝の深さのみで決まるものではなく，ひげそり中

に使用者の皮膚が当該溝の底面に接触すると解釈すべき理由はない。

(カ) また被告は，甲１の図９及び図１０において開口部９は皮膚係合面に

開口していないとの認識の下で，他の実施例を参照することにより，この

開口部９を皮膚係合面に開口するように変更することは妨げられないとも

主張する。

しかし，図９及び図１０に記載の開口部９が皮膚係合面に開口するもの

， ，であるか否かという点は 甲１の記載内容の認定に関する問題であるから

当該開口部９を皮膚係合面に開口するように変更することが妨げられるか

否かは不問である。

また，図９及び図１０に記載の第５実施例はそれ自身で完結した構成を

備えたものであって，他の実施例を参酌しなくとも十分に理解し得るもの

であるから，殊更他の実施例の記載を参酌して第５実施例（の開口部９）

の内容を解釈すべき理由はない。そのような解釈手法は，本願発明の内容

を知った上で甲１の記載内容を強引に本願発明の内容に近づけようとする

ものであって，到底許されるものではない。

イ(ア) 前記のとおり審決は，本願発明の進歩性についての判断を誤った違

法があり，取消を免れないものであるが，以下では，甲１に記載の「ス

ロット(slot)」も，本願発明における「ポケット」に相当するものでは

ない点について，付言して主張する。

甲１に記載のスロット(slot: 図４の符号13，図９及び図１０の細長

の溝）は，キャップ７(cap 7)の長手方向のほぼ全長に亘って延びる細

長の側壁によって画成されているので，このような構成では，ひげそり

材（例えばゲル又は流体）として何を用いても，その中にひげそり材を

保有することは極めて困難もしくは不可能である。すなわち，この細長

の溝形状のスロットにおいては，ひげそり材の粘性にかかわらず，管状
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カートリッジ２２(tubular cartridge 22)から開口部９を介してスロッ

ト内に流出したひげそり剤は，スロットの中に保持されることはなく，

スロットから自由に流出してしまう。

さらに，本願発明においては，複数のポケットが皮膚係合面の縦方向

に沿いかつ幅方向に亘る面に皮膚係合面のほぼ全域にわたり複数の縦方

向に延びる列状に分布されているので，皮膚面に対してひげそり増進材

を均一に塗ることができる。これに対して甲１に記載のスロットは，そ

の内部にひげそり材を保持することができないので，もし仮にこのス

ロットを幅方向に複数列配置したとしても，本願発明のように皮膚面に

対してひげそり増進材を均一に塗るという効果は得られない。

このように，甲１に記載のスロットは本願発明のポケットに相当する

ものではなく，甲１に記載のスロットでは，本願発明のポケットにより

奏される上記の効果は期待できない。

(イ) 被告は，甲１のスロット１３は，本願発明の個々のポケットで見る

限り構成上の差異がないから，その中にひげそり増進材を保有すること

が不可能であるはずがない旨主張する。

しかし そもそも審決は開口部９ 図９ 図１０ が本願発明のポケッ， （ ， ）

トに相当すると認定するものであるから，スロット１３と本願発明のポ

ケットとを対比させる被告の主張は失当である。

付言すれば，甲１の記載ではスロットの構成が不明であり，さらにい

えば，ウェブが皮膚接触面と面一に形成されているのか否かも不明であ

る。

もし仮にウェブが皮膚接触面と面一に形成されていたとしても，細長

状に形成された各スロット１３では，その内部のひげそり材において表

面張力が維持され難く，スロット１３内にひげそり材を保有することは

極めて困難もしくは不可能である。スロット１３内のひげそり材におい
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て表面張力が維持されるためには，スロット１３の細長の断面の全体に

わたってひげそり材が充填され，この充填状態が維持されなければなら

ない。

本願発明におけるポケットは 「固体でないひげそり増進材を保有す，

る」ものであって，ひげそり増進材を保有することが極めて困難もしく

不可能と考えられる刊行物の細長のスロット１３とは明らかに異なるも

のであり，このようなスロットをヘッド幅に亘って複数配置したとして

も，ひげそり材を満遍なく供給することは困難である。

これに対して本願発明においては，複数のポケットが「皮膚係合面の

縦方向に沿いかつ幅方向に亘る面に皮膚係合面のほぼ全域にわたり複数

の縦方向に延びる列状に分布されている」ので，各ポケットが「固体で

ないひげそり増進材を保有する」ものであることと相まって，ひげそり

増進材を満遍なく供給することができるものである。

２ 請求原因に対する認否

請求の原因( )～( )の各事実はいずれも認めるが，同( )は争う。1 3 4

３ 被告の反論

審決の判断は正当であり，審決に原告主張の誤りはない。

( ) 本願発明の 皮膚係合面 とは 皮膚接触面 のことであって 当該 皮1 「 」 ，「 」 ， 「

膚接触面」は，請求項１の記載から「ひげそり中に使用者の皮膚と接触する

ように露出した」面であることは明らかである。

引用発明において，開口部９が開口している箇所として原告が主張してい

るスロットとは，図９に見られる，複数の開口部９を一括して取り囲む長円

形をなす実線で囲まれた部分であるとみられる。

ここで，甲１には，上記長円形の実線で囲まれた部分が何を表しているの

か説明されていないが，図９の断面図である図１０を参照すると，上記長円

， ，形の実線で囲まれた部分は周囲に比べ凹んだ形状 すなわち溝を表しており
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開口部９は，当該溝の底面に開口しているものと認められる。

しかしこれと同時に，上記図１０からは，上記溝の深さが非常に浅いもの

であることが分かる。これは同図のカミソリ刃３の厚さと比べてみても明白

である。

そうすると，上記溝の深さは非常に浅いので，ひげそり中に使用者の皮膚

は，自身の弾性によって溝に追従して変形し，開口部９が開口している溝の

底面に接触するから，当該溝の底面は，皮膚係合面といえる。

一方，甲１に記載された第８実施例（図１５～１９）には，原告がスロッ

トと称するような溝ないし凹部がなく，皮膚に接触する面，すなわち皮膚係

合面に開口部９が直接開口しているものが記載されており，また，甲１に記

載された第２実施例（図３，４）にも，皮膚係合面に開口した「スロット１

３」が記載されている。これらのことから，第５実施例（図９，１０）にお

いても，開口部９が皮膚係合面に開口することを妨げるものではないことは

明らかである。

そうすると，引用発明における開口部９は，皮膚係合面に開口するもので

あって，しかも，甲１の図９によれば，皮膚係合面の縦方向に沿って多数設

けられていることが明らかであるから 「皮膚係合面から内方に向く側壁部，

により形成」されていて，かつ「皮膚係合面の縦方向に沿い縦方向に延びる

列状に分布」しているものといえ，本願発明の「ポケット」に相当するもの

である。

原告はさらに，審決における相違点の認定の誤りを主張するが，引用発明

の開口部９は，本願発明のポケットに相当するものであるから，審決の認定

した相違点１，２以外に相違点はなく，審決の認定に誤りはない。

(2) 原告は，本願発明においては，ひげそり増進材がポケットから自由に流

出できず，１度目のひげそり動作の後，次回のひげそり動作まで，ポケット

内にひげそり増進材が保持されるとの特有の作用効果を奏する旨主張する。
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ところで，本願の請求項１には，ポケットの形状に関する発明特定事項と

して 「皮膚係合面に開口し，その皮膚係合面から内方に向く側壁部により，

形成」され，かつ「皮膚係合面の縦方向に沿いかつ幅方向に亘る面に皮膚係

合面のほぼ全域にわたり複数の縦方向に延びる列状に分布」されることが特

定されている。

， 「 」 ， ，そうすると 引用発明の開口部９も 皮膚係合面に開口 しており また

甲１に記載された図９及び図１０から，該開口部９は 「皮膚係合面から内，

方に向く側壁部により形成」されていて 「皮膚係合面の縦方向に沿い縦方，

向に延びる列状に分布」しているものであるから，本願発明のポケットと引

用発明の開口部９との構成上の差異は，列状の分布が皮膚係合面全域にわた

り「複数」設けられる点のみである。

ここで，原告が主張する１度目のひげそり動作の際に，皮膚上にあるひげ

そり増進材（例えば石鹸）がポケット内に集められてそこに保有され，当該

集められたひげそり増進材が，２度目以降のひげそり動作の際にポケットか

ら皮膚上に放出されるとの特有の作用効果は，ポケットの列状の分布が一列

ではなく，複数列とすることによって初めて生ずる作用効果でないことが明

らかであり，引用発明の開口部９は，本願発明の個々のポケットで見る限り

においては構成上の差異はないのであるから，引用発明も，原告が主張する

本願発明と同様の作用効果を奏するものといえ，原告の主張は失当である。

(3) 原告は，引用発明の「スロット」は本願発明の「ポケット」に相当しな

いとも主張するが，甲１の翻訳文１２頁３行（原文７欄６３行）には 「ウ，

ェブによって細分されたスロット１３」と記載されており，甲１の図３，４

を共に参照すれば，スロット１３が 「皮膚係合面に開口し，その皮膚係合，

面から内方に向く側壁部により形成」されていて 「皮膚係合面の縦方向に，

沿い縦方向に延びる列状に分布」されていることは明らかである。

そうすると，スロット１３は，本願発明の個々のポケットで見る限りにお
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いては構成上の差異はないのであるから，その中にひげそり増進材を保有す

ることが不可能であるはずがない。

第４ 当裁判所の判断

１ 請求原因( )（特許庁における手続の経緯 ，( )（発明の内容 ，( )（審決1 2 3） ）

の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。

２ 取消事由の有無について

( ) 原告は，甲１の開口部は皮膚係合面に開口するものではないから本願発1

明のポケットとは形態も機能も異なる旨主張するので，まず甲１の開口部に

ついて検討する。

甲１ 米国特許第５ １３４ ７７５号公報 には 以下の記載がある 下（ ， ， ） ， （

線は判決で付記 。）

① 「ディスペンサーには，有利には，プラスチックハウジングに形成され

た少なくとも一つの開口部が設けられており，ひげそり中，この開口部

から液剤が貯蔵室から出てくる。開口部は，好ましくは，カバーキャッ

プの領域で終端する （翻訳文４頁末行～５頁２行）。」

「 ， ，① 例えば 互いに間隔が隔てられた複数の開口部をボアの形態で形成し

ひげそり具の全幅に亘ってひげそり剤が供給されるように，ひげそり

ヘッドの幅に亘って分配してもよい。この構成では，ボアは，好ましく

は，円形断面を有する。開口部は，かみそり刃の切断縁と平行に延びる

スロットとして形成されていてもよい。この場合，複数のスロットをひ

げそりヘッドの幅に亘って均等に分配してもよい。複数のスロットを互

いに上下に配置することも考えられる。

一つ又はそれ以上の開口部の開発において，ひげそりヘッドを，かみ

そり刃が垂直方向下方に向いた状態で保持したとき，開口部は，貯蔵室

のフロア領域から下を向く。このプロセスでは，通常のひげそり中，ひ

げそり動作が下方に向けて行われるので有利である。薬剤及び／又は香
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料を含む液体ひげそり剤が開口部を通って下方に出ることができる。こ

のようにして，下方に向けてひげそり動作を行っているとき，ひげそり

剤の供給が常に保証される （翻訳文５頁７行～１８行）。」

③ 「更に，かみそり刃ユニット１の全ての実施例は，かみそり刃３の切

断縁部と平行に延びる前ガイドストリップ６と，後カバーキャップ７と

を備えている。後カバーキャップ７は，本質的に，上側のかみそり刃３

に載っており，前ガイドストリップ６及びかみそり刃３と関連して切断

形状を形成する。

かみそり刃ユニット１の後領域には，液体ひげそり剤（場合によって

は香料も含む）やスキンケア剤等を収容する手段が設けられている。か

みそり刃３が狭幅の構造であるため，かみそり刃ユニット１を大きくす

るといった不利なことを行う必要なしに，かみそり刃ユニット１のこれ

らのかみそり刃３の後側に，収容手段を配置するのに十分な余地があ

る （翻訳文１０頁１８行～１１頁１行）。」

④ 第５実施例 図９及び図１０参照 では 同様に かみそり刃ユニッ「 （ ） ， ，

ト１のプラスチックハウジング２の後領域の貯蔵室８を使用する。この

構成では，図９の斜視図でわかるように，プラスチックハウジング２の

上側に，ボアの形態の一列の開口部９がかみそり刃３の切断縁と平行に

設けられている。この実施例では，液体ひげそり剤を受け取るため，両

端がシールされた内蔵ベッセルを形成するチューブ状カートリッジ２２

が貯蔵室８内に配置されている。この構成では，カートリッジは，横面

の長さに亘って，詳細には，貯蔵室８の開口部９と対応する中間空間に

関して分配されたボア２３を有する。カートリッジ２２の内部には，延

長部２４が形成するチャンネル２５が設けられている。これらのチャン

ネル２５は カートリッジ２２の横面のボア２３で終端する カートリッ， 。

ジ２２は，プラスチックハウジング２内に横方向に変位自在に配置され



- 16 -

ている。カートリッジ２２は，作動方向を矢印Ｐ で示す横作動ボタン''

２６によって変位させることができる。カートリッジ２２を横方向に変

位させることにより，プラスチックハウジング２のボア状開口部９を開

閉できる。これは，カートリッジ２２のボアの開放位置が，プラスチッ

クハウジング２の開口部９の正確に後方に配置されているためである。

カートリッジ２２を変位させた後の閉鎖位置では，ボア２３はプラス

チックハウジング２の開口部９間の隔壁の後方に配置され，隔壁がカー

トリッジ２２のボア２３をシールする。

， 。この原理は 特に粘度が低く急速に蒸発する物質に対して適している

ひげそり中に適用される量は，開口部９及びボア２３の間隔及び大きさ

で決まる。この構成では，かみそり刃ユニット１の様々な負荷ゾーンが

発生する負荷分布に合わせて適用量を適合させることができる。これに

関し，負荷及びかくしてひげそり剤についての必要条件は，かみそり刃

， 。」３の中央領域で最大であり 負荷必要条件は縁部に向かって減少する

（翻訳文１４頁１行～２３行）

⑤ 「請求の範囲

１．湿式ひげそり用ひげそりヘッドにおいて，

前ガイドストリップ及び後カバーキャップを含むプラスチック

ハウジングと，

前記プラスチックハウジングに配置された，液剤を受け入れる

ための収容手段であって，前記液剤を適用するため，前記前ガイ

ドストリップ及び後カバーキャップに対して配置された分配手段

を有する収容手段とを含み，前記液剤の適用は，ひげそり中，ひ

げそりが行われるべき表面と前記分配手段との間の接触に応じて

行われる，ひげそりヘッド。

２．請求項１に記載のひげそりヘッドにおいて，更に，前記プラス
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チックハウジングによって支持された，切断縁を持つ少なくとも

一つのかみそり刃を含む，ひげそりヘッド。

３．請求項２に記載のひげそりヘッドにおいて，前記分配手段は，

前記プラスチックハウジングに配置された少なくとも一つの開口

部を含み，ひげそり中，前記開口部を通して前記液剤が分配され

る，ひげそりヘッド。

４．請求項３に記載のひげそりヘッドにおいて，前記収容手段は貯

蔵室を含む，ひげそりヘッド （翻訳文１７頁１３行～１８頁３。」

行）

⑥ 「９．請求項４に記載のひげそりヘッドにおいて，前記液剤を収容し

たチューブ状カートリッジが前記貯蔵室に配置されており，前記

チューブ状カートリッジは，前記貯蔵室内で横方向に変位自在で

あり，前記液剤を分配するための少なくとも一つのボアを備えて

いる，ひげそりヘッド。

１０ 請求項９に記載のひげそりヘッドにおいて 前記チューブ状カー． ，

トリッジは，前記少なくとも一つのボアが前記プラスチックハウ

ジングの前記少なくとも一つの開口部と整合した第１位置と，前

記少なくとも一つのボアが前記貯蔵室の内壁によって閉鎖された

第２位置との間で横方向に変位可能である，ひげそりヘッド 」。

⑦ 図９の記載は以下のとおりである。
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⑧ 図１０の記載は以下のとおりである。

( )ア 上記①，②よれば，甲１における開口部は，ひげそり動作中に常にひ2

げそり剤をひげそり具の全幅に供給するためのものであり，円形断面を有

するボア（孔）の形状，あるいはスロット（溝）の形状等をしており，好

ましくはカバーキャップの領域で終端するものである。そして，スロット

（溝）の形態の場合，複数のスロットをひげそりヘッドの幅に亘って均等

に配置したり，複数列で配置したりできるものである。

また上記③，④，及び図９（⑦ ，図１０（⑧）から，開口部９をボア）

（孔）の形態とした甲１における第５実施例のものでは，図９，図１０に

細長の溝として記載されたスロットの底面に開口部９が形成されることが

明示されている。
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イ なお，被告は，このスロット（溝）について，図１０の記載からスロッ

ト（溝）の深さが非常に浅いことが見て取れるから，使用者の皮膚は自身

の弾性によってスロット 溝 に追従し その底面に接触するので スロッ（ ） ， ，

ト（溝）の底面は，皮膚係合面といえる旨主張する。しかし，図９，図１

， ， （ ） ，０を説明する上記③ ④には スロット 溝 に関する説明が何もない上

図９，図１０がどの程度の正確性をもって描かれているかも不明といわざ

， ， ， （ ）るをえないから 図９ 図１０の記載のみをもってしては スロット 溝

， 。の底面に 皮膚が接触するとまではいうことはできないというべきである

しかし一方で 「開口部は，好ましくは，カバーキャップの領域で終端，

する （上記① 「…全ての実施例は，…後カバーキャップ７とを備えて」 ），

いる。後カバーキャップ７は，本質的に，上側のかみそり刃３に載ってお

り，前ガイドストリップ６及びかみそり刃３と関連して切断形状を形成す

る 上記③ との記載から 開口部は 切断形状を形成するカバーキャッ。」（ ） ， ，

プの領域で終端することが示されているといえる。

そして，甲１の請求項１（上記⑤）には，ひげそり中に 「ひげそりが，

行われるべき表面」すなわち使用者の皮膚と，分配手段とが接触し，この

接触によりひげそり剤が皮膚に分配されることが記載されている。また請

求項３（上記⑤）には，分配手段は開口部を含んだ構成であり，当該開口

部からひげそり剤を分配することが記載されており，分配されたひげそり

剤はそのまま皮膚に適用されるのであるから，開口部が皮膚に接触するこ

とは明らかである。また請求項９，１０（上記⑥）は，変位自在なカート

リッジ，開閉可能な孔（ボア）を特定していることから，第５実施例を対

象にしていることが明らかであるところ（上記④下線部分 ，この請求項）

９，１０はそれぞれ請求項４，９を引用し，請求項４以下は請求項３以下

を順次引用するものであるから（上記⑤ ，請求項１，３の構成は，第５）

実施例を対象として含むものである。そうすると，結局，第５実施例にお
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ける開口部９も皮膚と接触することが予定されているといえるから，上記

， ， （ ）図９ 図１０の記載も併せ考えると 開口部９が設けられたスロット 溝

の底面は，皮膚と接触する面であるということができる。

ウ したがって，第５実施例における開口部９は皮膚に接触する面に設けら

れているといえるから，甲１の開口部９が皮膚係合面に設けられていると

した審決の認定に誤りはない。

エ さらに甲１の開口部の機能につき，ひげそり剤を保有する機能を有する

点について，上記⑤，⑥にあるように甲１の開口部は，かみそりの時間中

にひげそり剤を保有して皮膚表面に分配するものであるから，ひげそり剤

に相当するひげそり増進材を保有する機能を有しているといえる。

( )ア また原告は，甲１の開口部９が本願発明のポケットに相当すると認定3

した審決は誤りであるとして，本願発明はひげそり増進材を保有する多数

の皮膚係合面に開口するポケットを有するのに対し，引用発明はこのよう

なポケットを有していない点が相違点として認定されるべきであると主張

する。

イ 本願発明のポケットに関し，本願明細書（甲２，３）には以下の記載が

ある。

「 ． ， ，<ア> １ 少なくとも１枚の細長い刃と 前記刃と平行な縦方向に延び

ひげそり中に使用者の皮膚と接触するように露出した皮膚接触面を有

する皮膚係合部材とを備え，前記皮膚係合部材は固形でないひげそり

増進材を保有する多数のポケットを有し，各ポケットは皮膚係合面に

， ，開口し その皮膚係合面から内方に向く側壁部により形成されており

前記ポケットは皮膚係合面の縦方向に沿いかつ幅方向に亘る面に皮膚

係合面のほぼ全域にわたり複数の縦方向に延びる列状に分布されてお

り，上記ひげそり増進材は，ひげそり石鹸，成形材，半固形ゲル，粘

性流体，ゲル，水溶性剤，及び水混和剤のグループから選択された材
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料を含有する，安全かみそり刃ユニット （甲３，請求項１，１頁２。」

行～１０行）

<イ> 「ポケットは安全かみそり刃ユニットの耐用期間を通して間に合う

ひげそり増進材を供給するためにそこから分配されるひげそり増進材

を保有する貯蔵室と内側端部で連通している。このポケットはひげそ

り中，ひげそり増進材を十分に塗ることができるように密度の高い配

列を保って配置される （甲２，５頁２１行～２４行）。」

<ウ> 「各ポケット１０はその内側端部に区画された領域として示される

貯蔵室４と連絡孔１２を介して連通している。連絡孔の流路面積は貯

蔵室４内に充填されたひげそり増進材が或る制御された速度でポケッ

トに流れるように選定される。ポケットにはひげそり中，そこからの

放出に備えてひげそり増進材が集合し，たとえばその表面張力のもと

でそこに保有される。この制限された連絡孔は，また，ポケットから

貯蔵室内に戻るひげそり増進材の流れを止めるように働き，この結果

ポケット内をひげそり増進材で満たしたままにすることができる。実

際には貯蔵室には刃ユニットの全耐用期間中，つまり刃が切れなくな

。」（ ，るまで間に合うように十分な量のひげそり増進材を充填する 甲２

６頁２５行～７頁５行）

「 。<エ> ポケットをひげそり増進材で満たすことは本質的な特徴ではない

一方，ポケットに１度のひげそりで皮膚に塗る量のひげそり増進材を

集め，また，たとえば後のひげそりにおいて初期の潤滑を向上させる

ために次回のひげそりまで，ひげそり増進材を保持する形状および寸

法のポケットについては本発明の範囲に含まれる （甲２，７頁１４。」

行～１８行）

ウ 上記<ア>の請求項１の記載から，本願発明のポケットは「固形でないひ

げそり増進材を保有する」もので 「ポケットは皮膚係合面に開口し，そ，
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の皮膚係合面から内方に向く側壁部により形成され」た構成のものと認め

られる。

また上記<イ>～<エ>から，本願発明のポケットは少なくとも１度のひげ

そりで皮膚に塗る量のひげそり増進材を集めるものであり，ひげそり中，

そこからの放出に備えてひげそり増進材をその表面張力などで，ポケット

に保有するものである。

エ 一方，甲１の開口部は，上記( )ア，イ記載のように，皮膚係合面に開2

口する円形断面を有するものであって，ひげそりを行っている作業中，ひ

。 ，げそり剤を保有して皮膚表面に分配する機能を有するものである そして

「液体ひげそり剤（場合によっては香料も含む （上記( )③）などと記）」 1

， ，載されているように 固形ではないひげそり剤をも保有するものであって

また円形断面は皮膚係合面から内方に向く側壁部により形成されることも

明らかである。

そうすると，本願発明のポケットと甲１の開口部は，共に，皮膚係合面

に開口し，皮膚係合面から内方に向く側壁部により形成されており，固形

でないかみそり増進材を１度のひげそりで皮膚に塗る量を保有できるもの

であるから，甲１の開口部が本願発明のポケットに相当するとした審決の

認定に誤りはないというべきである。

( )ア 原告は，本願発明におけるポケットは，内部に保有されているひげそ4

り増進材が使用者の皮膚上に放出されるものであるところ，甲１の開口部

９においては，開口部９内のひげそり剤が使用者の皮膚上に放出されるの

ではないこと，さらに本願発明では，１度目のひげそり動作の際に，皮膚

上にあるひげそり増進材がポケット内に集められてそこに保有され，当該

集められたひげそり増進材が，２度目以降のひげそり動作の際にポケット

から皮膚上に放出されるという特有の作用効果を有する旨主張する。

しかし，甲１の開口部がひげそり増進材を保有し皮膚表面に分配する機
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能を有することは，上記( )ア，イ，エで認定したとおりである。またポ2

ケットが２度目以降のひげそり動作の際まで，ひげそり増進材を保有する

との点については，確かに上記( )イ<エ>に 「次回のひげそりまで，ひげ3 ，

そり増進材を保持する形状および寸法のポケットについては本発明の範囲

に含まれる 」との記述があるところ，本願発明ではひげそり増進材の保。

有に関して，その請求の範囲第１項の記載（甲３）には単に「固形でない

ひげそり増進材を保有する多数のポケット」とされているだけで，本願発

明のポケットがこのような機能を有するものに限定されているわけではな

いから，原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づくものとはいえず，原

告の上記主張は採用することができない。

イ また原告は，引用発明の皮膚係合面に開口していない開口部９では，本

願発明の皮膚係合面に開口しているポケットにより得られる特有の作用効

果を奏し得ず，引用発明に基づく本願発明の容易想到性を否定するもので

あるとも主張する。

しかし，甲１の開口部は皮膚係合面に開口しているといえること，また

本願発明のポケットと同じ作用効果を有するといえることは既に検討した

とおりであるから，甲１から本願発明をすることが容易であるとした審決

の判断に誤りはないというべきである。

ウ また原告は，図９，図１０の第５実施例以外の他の実施例を参酌すれば

第５実施例においても開口部９が皮膚係合面に開口することを妨げるもの

ではないとの被告の主張に対し，図９，図１０の開口部９が皮膚係合面に

開口するかは甲１の記載内容の認定の問題であり，変更することが可能か

否かは別問題である，また図９，図１０記載の第５実施例はそれ自身完結

しており他の実施例を参酌しなくても十分理解しうるものであるとも主張

する。

しかし，被告の主張それ自体は，他の実施例を参照すると，図９，図１
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０の開口部が皮膚係合面に形成されているという解釈が裏付けられている

とするものであって，第５実施例（図９，図１０）の構成について変更す

るとの主張をしているわけではない上，甲１の開口部の構成，機能につい

ては，甲１の記載事項（上記( )①～⑧）を総合検討して解釈すべきであ1

って，格別第５実施例に関する記載のみによるとする根拠はないから，原

告の上記主張は採用することができない。

エ なお原告は，甲１のスロット（溝）はキャップ７の長手方向のほぼ全長

にわたって延びる細長の側壁によって画成されているので，その中にひげ

そり材を保有することは極めて困難もしくは不可能である一方，本願発明

のポケットは，複数のポケットが皮膚係合面の縦方向に沿いかつ幅方向に

亘る面に皮膚係合面のほぼ全域にわたり複数の縦方向に延びる列状に分布

されているので皮膚面に対してひげそり増進材を均一に塗ることができ

る，したがって甲１のスロットは，本願発明のポケットには相当しない旨

主張する。

しかし，甲１の開口部が本願発明のポケットに相当することは既に( )3

エで検討したとおりであり，原告の上記主張は前提を欠き，採用すること

ができない。

３ 結語

以上のとおりであるから，原告主張の取消事由は理由がない。

よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第２部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘
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裁判官 今 井 弘 晃

裁判官 清 水 知 恵 子


